
一
頁

○
総
務
省
告
示
第

号

電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
法
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の

例
に
よ
り
、
移
動
電
気
通
信
役
務
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
元
年

月

日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

１

電
気
通
信
事
業
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
移
動
電
気
通
信
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
電

気
通
信
役
務
と
す
る
。

一

携
帯
電
話
端
末
サ
ー
ビ
ス
（
携
帯
電
話
の
役
務
（
次
号
に
掲
げ
る
役
務
を
除
く
。
）
及
び
携
帯
電
話
端
末
か
ら

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
（
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ

る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
以
下
「
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
」
と
い
う
。
）
（
そ
の
一
端
が
ブ
ラ
ウ
ザ
を
搭
載
し

た
携
帯
電
話
端
末
と
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
ブ
ラ
ウ
ザ
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続

を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い
う
。
）
の
役
務
を
い
う
。
）

二

無
線
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス
（
携
帯
電
話
の
役
務
及
び
携
帯
電
話
端
末
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
、
又
は
一
端
が
利
用
者
の
電
気

通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の



二
頁

二
十
八
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ

の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務
及
び
当
該
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備

を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
で
あ
っ
て
、
当
該
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
の

一
端
に
接
続
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
よ
っ
て
音
声
伝
送
役
務
（
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総

務
省
令
第
四
号
）
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
を
使
用
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

当
該
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
の
指
定
を
受
け
て
提
供
さ
れ
る
も
の
又
は
当
該
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者

か
ら
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
供
を
受
け
な
い
も
の

を
い
う
。
）

２

次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
は
、
前
項
の
電
気
通
信
役
務
か
ら
除
く
も
の
と
す
る
。

一

Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第
一
条

第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
い
い
、
そ
の
業
務
区
域
が
都
道
府
県
の
区
域
の
一

部
又
は
一
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
及
び

Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務

二

卸
電
気
通
信
役
務

三

契
約
約
款
に
定
め
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
に
よ
ら
ず
、
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
の
別
段
の
合



三
頁

意
に
基
づ
き
法
人
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務

四

電
気
通
信
事
業
者
が
電
気
通
信
設
備
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
地
点
以
外
で
の
利
用
を
制
限
し
て
提
供

さ
れ
る
電
気
通
信
役
務

五

特
定
の
用
途
に
対
応
す
る
た
め
機
能
が
限
定
的
で
拡
張
性
が
な
い
移
動
端
末
設
備
向
け
の
電
気
通
信
役
務
で
あ

っ
て
、
専
ら
デ
ー
タ
伝
送
役
務
（
従
と
し
て
そ
の
利
用
の
態
様
が
著
し
く
制
限
さ
れ
た
音
声
伝
送
役
務
が
付
加
さ

れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
と
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の


